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新生児聴覚検査の確認検査でリファー（要再検）になった場合の
先天性サイトメガロウイルス感染症の検査等の対応について

【国の動向】

□　R5年10月3日付けこ成母第276号　こども家庭庁成育局母子保健課長通知　
　　「新生児聴覚検査の実施について」の一部改正について
　・　症候性先天性サイトメガロウイルス感染児に対して、早期に抗ウイルス薬による治療を実施

　　することで難聴の進行を抑制できる新たな知見を受け、関連診療ガイドラインに基づき、

　　生後21日以内に先天性サイトメガロウイルス感染症の検査を推奨。

　　⇒道内市町村、産科医療機関等への周知。

□　R6年1月18日付け　保護者向けリーフレット作成　

　　⇒道内市町村、産科医療機関等へ情報提供し、保護者への周知を依頼。
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【国の動向】　　
□　R6年12月27日付けこ成母第791号　こども家庭庁成育局母子保健課長通知

　　「新生児聴覚検査の実施について」の一部改正について

　・　市町村は、新生児聴覚検査の確認検査でリファー（要再検）となった児の保護者に対して、

　　先天性サイトメガロウイルス感染症の検査の実施状況を確認し、必要に応じたフォロー等の

　　取組を行うよう努める。＊同日通知で母子健康手帳の府令様式（新生児聴覚検査結果頁）も改正。

　・　精密検査については、先天性サイトメガロウイルス感染症の尿核酸検査が「陽性」の場合は、

　　生後2か月以内に、「陰性」の場合は遅くとも生後3か月以内を目処に実施することが望ましい。　

○　妊娠が診断されたら、リーフレット等を用いて早期に感染予防法について啓発する。

○　新生児聴覚検査の確認検査リファーの場合、生後21日以内に先天性サイトメガロウイ

　　ルス感染症の検査（尿核酸検査）を行うことができるようフォローする。

○　先天性サイトメガロウイルス感染症の検査の結果、「陽性」だった場合は、生後2か月以内

　　の治療開始と精密検査が遅延なく実施されるような医療機関の体制づくり。
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新生児聴覚検査実施状況調査結果（分娩取扱産科医療機関：令和５年実績）より
回答率　94.4％　72か所分娩取扱医療機関のうち68か所が回答

＊関係設問抜粋。
「確認検査でリファーとなった場合の
　先天性サイトメガロウイルス感染症の検査対応状況」

　

他医療機関耳鼻科を紹介

他医療機関小児科を紹介 *重複1（耳鼻科又は小児科）

特に対応なし

未回答 2

・過去対象となる症例なく対応なし(4）
・個別状況に応じて医師が判断（3）
・初回検査リファー児全員に実施(2)
・出生児全員に生後21日以内に実施。
・母のCHV検査で先天性CHV感染が示唆されたら、出生翌日に
　児にCMV検査を実施。
・NHS結果に関わらず、希望者のみに検査実施。リファーで
　CMV検査を希望しない場合は、再度小児科から説明。
・2週間健診でもリファーの場合に検査実施。１か月児健診でも
　リファーなら耳鼻科を紹介。

４　実施していない 14
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１　確認検査要再検児全員に実施 34

２　希望者のみ実施 4

３　その他 14

項目 医療機関数

　先天性サイトメガロウイルス感染症の検査が推奨される児が、
遅延なく検査を受けられる体制づくりのひとつとして、分娩取扱
医療機関からの紹介先として、本検査が対応可能な精密・二
次聴力検査医療機関の状況を整理。

【取り組み】

・　日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会ホームページで公表されている、
　道内の精密・二次聴力検査医療機関（34か所）へ検査対応可否に
　ついて調査実施。
　⇒15医療機関より、分娩取扱医療機関において検査実施ができ
　　ない場合、「対応できる」との回答あり。
　

・　年度内には、当課ホームページに検査対応可能医療機関一覧を
　掲載し、分娩取扱医療機関へ一覧を情報提供予定。

 
・　次年度上期には、お子さんの「きこえ」の手引きへも反映させる予定。
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（参考）
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